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社会保険診療報酬支払基金

【原審査の結果 (査 定分)を 医療機関に通知する例】

4月 分  増 減 点 連 絡 書
ヨ戻機関コー ド

ヨ鷹織

補 正 査 定 後 内 容

55, 646

16X

18X

30X

192. 019

58, 604

30×

15, 432

30. 218

2. 874

几
減

１
２
３

４
１
２
３
４
５
６
７

８

号
増

記 ,1

点 箇 所 )

初  診
幕  診
医学管理
在  宅
内  ,R
屯  服
夕ヽ  用
用  剤
処  方
麻  毎
調  基

it築 そのイし

(1曽 減
l

点 事 由 )

診麻内容にn4す るもの

A 療養担当規則常に照らし、医学的に適応と認められな
いもの

B 療養担当規則等に照らし、医学的に過剰 '■祝と認め

られるもの
C 撫養担当規則等に1嗅 らし、A,3以夕1の医学的理由に
, より遭当と認められないもの
D 告示・通知の第定要件に合載していないと認められる

もの

2 事務上に関するもの

F 固定点数が誤らているもの

G 路求点数の集計が誤っているもの

lt 証計計算が誤っているもの

IC その他

皮下筋内内
静脈内
在夕十その他
興刑4拡点
処置・薬剤
手肝・興剤
麻酔・菜剤
検査・病理
画像診断
その他

９０
９２
９７
　
　
　
猜
鱚
綺

入院基本科
特定入院料 。そのliL

食事・生活療養
繰準負担額

(素養の給付 合計 )

(食事賽養 合計 )

(集計誤り ,

（ヨ
第
ヽ
―
じ

，

30X 30

192, 389

能精密             900X  l

トレーランG慎 75g 225mL
l瓶      20X  l

59,524

12

12

12

Ilt酸素飽和度        30×   5

15. 522

処置 (100Cm2以 上 500cm2香
響1  1

ピューグル M M 10■ 10CM
宙欠猥用創傷被覆材 (真皮に至る創僣用 )8円 /C
2      200Cm2   160X  l

80. 403

５

　

一

５

一

５

　

　

一

管理力F算            52X

疫学的検査判断料         144X  l

N



【原審 査 の結 果 (返 戻分 )を 医療機 関 に通 知 す る例 】

4月 分  返 戻 内 訳 書 ベ ー ジ       1
医療機関コー ド

医療機関名 保険診療報酬支払基金
診療
年月 受 付 番 号 際険者番号等 区 分

付
分

給
区 氏    名 日 歓 請求点数 兼剤‐部負担金 一部負担金額 a者負担金額(公費用

食事 '生活
基準額

食事・生活
標準負担額

事 由

―

家・外

―

2

ア

診凛実 日数の不備です。



【原審査の結果を保険者に通知する例

カルテ番号等 : 受付番号:1305-00,000,018

レセブト番号:000,008   任絡Э:  任綸②     円/1点  証明番番号:

診原報酬明率8書  平成21年 6月分 県番 :日■1医コ

(医科入院外)

/AN負① 公受①

公負② 公受②

】

01   ベージ番号 :100,001-000

提出先 :l社保    検索 :9:0000001

1 医科 1社保 1単独 2本外

保 険 者 番 号
付

合

記 号 番 号

氏

名

l男  3昭

特

記
　
事
　
項

保険医

療機関

の所在

地及び

名 称職務上の事山

傷

　

痛

　

名

Ｄ

０

０

①

多発胃ポリープ (主)

右乳房膿疱

右乳房癌検診異常

両乳癌の疑い

診

療

開

始

Ｂ

⑪平20年  5月  2日
⑫平 21年  6月  8日
③平21年  6月  8日
①平21年  6月  8日

転

帰

診

熙

実

日

致

黒

　

一

Ｄ

　

一

Ｄ

D初  診

回 数 点 お

回

ミ費分点数① さ費分点数② 外来診療料             70×  1

超音波検査 (断層撮影法)(その他) 350×  1

両
乳房撮影の写真診断
乳房撮影 (撮影)         452X l
電子画像管理加算 (単純撮影)    6oX l

)嘔郵稀副民用ラィザ″■t赳]ツサ)く
'分

嗜ウ→科卜争冊

⑭

再

　

　

審

辱  審   1回     70
牛来管理加算     回

寺 問 外    回

木    日        回

果   夜     回

D医学管理

】主  宅

⑭

投

薬

D内服薬剤     llt
内服円剤     回

D屯服薬剤     単

D外用藁剤     単

外用調剤     回

Э処  方     回

D麻  毒     L●」

D嗣  基

ゆ

注

al

D皮 下筋肉内    回

D静脈内      F・」

〕その他      回

G
り

8  貿      回

①

手

術

術

酔

手

庸

回

回

G

J

実査・病理     1回

Ｇ

面

画像診断 2同   
―

512

①

他

そ の 他     回

癒

養

の

紹

付

請   求

―

J

保

　

験

※  決    定

932,

一日:負 螂

C く高額演養費 く公費負担点数① く公費負lg点数②

C

4



査 定 事 由 記 号

記 号 区   分 文 区 分 に お け る 主 な 概 念

A

審 査 委 員 会 の

決 定 に よ る

医 学 的 な 理 由

に 基 づ く査 定

療養担当規則等に熙らし、医学
的に適応と認められないもの

。療養担当規員1等に照らし、傷病名等から判
断して、使用薬斉1の効能、効果、もしくは診
療行為に医学的有用性が認められないもの。

B
療養担当規則等に照らし、医学

的に過剰・重複と認められるもの

・療養担当規則等に照らし、診療内容を通覧
して、薬剤の投与量、投与日数が医学的に過
量であるもの、もしくは診療行為が医学的に
過剰であるもの。

C 療養担当規則等に照らし、A・
B以外の医学的理由により適当と
認められないもの

・診療内容を通覧して、A、 Bに該当するも
の以外で告示・通知等に照らし、医学的に不
適当と認められるもの。

D に
定融∞

・へづ
と
口
普さ

告示・通知の算定要件に合致し
ていないと認められるもの

・告示、通知に示された算定要件に、診療行
為が合致しないもの。

5
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【再審査の結果を保険者に通知する例】

(そ の2)診療内容 。事務上
菫理番号13 1-4211:
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酬 現瓢 書  平成  21年 10月 分  豪子  Qtt E=         
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この開鳩書は、社会保険諄療箋残支払基金が、彙隣底熱絵画・保護森周から提出された電子レセブトl=ついて
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堡惚滋薦暑番
!亀

田盛狙椰暉コロコ堕困麗
=日

由理日嚢聞由瑾S・ 御中

`倉
に 両審 壺り訓 球の ありま した もの につ いて .ムの とお り鶴果 をお 知 らせいた します。

【再審査の結果を保険者に通知する例】

*** (診 療内容)再 審 査 等 結 果 通 知 書
平成 22 年  2 月分

* * *

社会保険診療報酬支払基金

締考楠の数字は以下の過りです .

1:保険饉薇掟開からの

"彬
査 E出 ,R分

2:JF77Jの12手

'し

からの

“

寄査制,■ 分

患  者   名

(整 理 番 号 )

1→ 66× 91

動脈圧測定用カテーテル (末 梢勁脈圧
・Al定用カテーテル) 2-1

1899Xl→ 1669× 1

リマルモン錠 5μ g 5μ 8 6錠 →

3錠          `・     26X28→ 13× 23

ツムラ排鵬散及湯エキス類拉 (医療用

) 7. 5g
40X56-33× 56

いぼ冷凍凝固法 (o箇所以下)

220× 6-220× 5

(2)
60

11)

60

49

11
60

11)

50

11)

60

60

11)

50

1)

60

1,

査定

1査 定 )

査 定

原審

査定

原審

原審

査定

1査定 )

原審

原審

原審

原審

囲
　
翻
　
圏
圏
醐
圏
圃
醐
醐
幽
膿

2107

2'07

2107

2107

2102

2107

2107

2107

2107

2102

2107

!04,075
30,720

414

3.597

2,574

2,043

2,758

68.557

12)510

2,558

2201

2201

2201

2201

2201

2201

2201

2201

220]

i 7065-013-0007066〕

3:葛還盗腔除分 4:そ の 他



原 審 ど お り 理 由 (医 科 )

基
本
診
療
料

算定ルール

本症例の時FHl外
,体 0,探荻加算は、診療内容を通覧し、急忠等やむを得ない事情による

診療であり妥当と認めます。

診療内容を通覧して、初診わ|の 算定は妥当と認めます。

本症例の一般症状又は診療内容から、やむを得ない受診であり妥当と認めます。

当該指導I‐ l又は管理料の算定要件に照らして妥当と認めます。

本症例の特定疾患処方管理加算は、厚生労働大臣の定める対象疾患が主病であり妥当と
認めます。

当該入院基本料は新たな入院であり、今回入院日を起算日とします。

薬

剤

①適応

当該薬剤は、本症例に効鮨・効果 (医学的有用性を含む)を有する薬剤であり妥当と認めま

九

当該薬剤は、本症
'1の

一般症状及び病態を勘案して妥当と認めます。

症状が重篤症例であるので内FLQ:注 射投与は妥当と認めます。

速効性を必要とする症例であ ので注射投与は妥当と認めます。

Э過剰(過 量)

当該薬剤は、適宜増減の薬剤であり、本症例に対し許容量の範囲です。

当該薬剤は、本症例の症状と一般的経過からみて、投与期間が過剰とは認めません。

③ 同種、同効
薬剤の併用

本症例に対する当該薬剤の同一薬効複数剤投与は、作用機序がそれぞれ異なるため、適

正な夜用であり妥当と認めます。

ξ職 ぶ範餅懲翻鮮議製鶴鍵響
職与は、献幡轄力ゝ

|み

① 禁忌
本症例に対する当該薬剤は、禁忌となっているが、同一月の診療内容と症状を考えて必要

性があり、慎重投与されたものであることから妥当と認めます。

処
置

・
手
術

・
麻
酔

D処置の適庵 本症例の処置|ま 、傷病名、部位等の診療内容からみて妥当と認めます。

Э薇数の処曇 響 卿鶴殿鱗 魏鶴禦
こ起囚する病如こ対して行われた行為■まな
れ

Э 手術の適応 本症例の手術は、傷病名、都位等の診療内容からみて妥当と認ゆます。

④ 複数手術

本症例の複数の手術は、別日又は異なる部位に対し行われているため妥当と認めます。

本症例の複数の手術は、彼燎手術に係る費用の特」llに関する告示・通知に該当するため

主たる手術のみの算定ではありません。

⑤麻酔

麻酔は、治療上不可欠な診療行為であり妥当と認めます。

本症例 の41経 プロックは、傷病名の一般症状及び病態を勘案し妥当と認めます。

診療内容を通覧して回数の算定について妥当と認めます。

⑥ 薬Fllの

使用量
本症」llの傷病名、部位等の一般症状及び病態をゆ案し、当l・4薬剤の使用は適応、用法及

び用量とも妥当と認めます。

検

　

　

査

①適応

本検査は、本症例の診断確定(鑑別診断を含む。)及 び治猥経過の確認のため妥当と認め

まり・.

本検査1ま 、ハ院時、手術前及び観血検査時等の一般的検査として妥当と認めます。

② 過剰

本症例に対する複紫回の検査は、経過観察のため又は傷病名の病態からみて必要であり

6剰とは認めません。

本症例に対う/● 同種の関連検査複数項目の旅行l■、診断確定のため過漁1と は認めませ

し。
64

画
像
診
断

①適応

本画像診断は、初診時、入院時及び手術前等の一般的診断として妥当と認めます。

本症例に対する画像診断時の造影剤使用は、本画像診断を確実:Fするうえで必要であり妥
|

当と認めます。                                  |
71

②過剰

本症例に対する造形剤使用量は、本画像診断を確実にするうえで必要であり過剰とは認め

ません。

診療内容を通覧して過剰とは認めま・こん。

本症例に対する複数回の画像診断は、診断推定及び治療経過の確認のために必要であり

3剰とは認めません。

③ 一連
本症例に対する複数のレントゲン撮影は、傷病名、部位及び撮影条f4等から一連ではあり

主せた                         .

リハビ
リ

ア~
ション

①適応

本症例に対する理学療法と作業療法の併施は、傷病名と診療内容よりみて妥当と認めま

す。

本症例の理学療法は、傷病名に対する‐般症状及び病態を勘案し妥当と認めます。

②過剰 本症例の理学療法は、診療内容からみて過剰とli認めませ極

精神科
専Pl療湛

精神科専門療
法の全項目

本症例の精神科専門療法は、診療内容からみて妥当と認めます。

λ院時r
薔療肇樹 ①適応

本症例の特別食7Jn算 は、入院時食事療養の基準等に示された特別食であり妥当と認めま
ケ.

そ
の
他

特定保険
医療材料

特定保険医療材料は、特定保険医療材料に関する告示・通如の算定要件を満たすため妥
当と認めます。

特定保険医療材料は、本症例の傷病名、部位及び手術等を動案し過珀jとは認めません。

全診療項目
共通の原書

医学的にみて妥当とされる事項です。

本症例は、希少疾患、重症例であり、他に有効な治療法がないためご指摘の診療は医学的|
こみて妥当と認めます。

傷病名に対する一般症状及び病態を勘案して妥当と認めます.

点数表の告示・通知に照らし、算定ルール上妥当と認めます。

連絡票記載 再密査等請求内訳票の連絡欄に記載の理由により原審どおりとします。

Ю

注 原著どおり理由コードでは理解できない事例については理由コード98により、具体的なコメントを記載する。



原審どおり理由(歯科)

区分 コード 原審どおり理由

基本診療料
10 本例の初診、再診は妥当と認めます。

本lJlの 基本診療料に係る加算は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

医学管理 12 当該医学管理はく傷病名部位等から判断して妥当と認めます。

在宅 13 当該訪間診療は、診療内容、摘要欄記載等から判断して妥当と認めます
`

薬剤

20 当該薬剤は、本例に効能。効果を有する薬斉」であり妥当と認めます。

す
21

検査
画像診断

60 当該検査は、本例の診断名の確定及び症状の経過観察のため必要であり妥当と認めます。

当該検査は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。                   i61

フ0 当該画像診断は、本例の診断名の確定及び症状の経過観察のため必要であり妥当と認めます。

71 当該画像診断の所定点数での算定は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認め表す。

置
術
酔

処
手
麻

40

41

当該処置・手術は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

当該処置。手術の回数は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

42 本例の複数の手術は、異なる日又は異なる部位に対し行われているため妥当と認めます。

43 本例の特定保険医療材料の算定は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

44 本例の処置・手術に係る時間外・休日`深夜加算は、緊急のためやむを得ない事情によるものであり妥当と認めます。

45 当該特定薬剤の用法、用量又は使用回数は、傷病名部位に対する一般症状と一般的経過を勘案して妥当と認めます。

46 当該麻酔料又は麻酔薬剤の使用量は、傷病名部位、診療内容等から判断して妥当と認めます。

囲冠1'復
欠損補綴

50 当該歯冠修復又は欠損補綴は、傷病名部位、診療内容等から判断して、妥当と認めます。

その他
91

90

当該診療行為の保険診療の適用は、診療内容を通覧して妥当と認めます。

明細書に添付の再審査等請求内訳票の連絡欄に記載しております理由により、妥当と認めます。

Ｈ
Ｏ



【再審査の結果 (査 定分)を 医療機関に譴鉄口するlFl】

再審査等支払調整額通知票

点数表 1  診療科 06 消化器11医療機関等コード

医療機関等名

平成 22年  2月診療分において、

1番
御中

下記のとおり再審査等に係る調整をしましたので通知いた辮
会保険

鷲零
報酬支払基金

墜L「議要望上
6  蔓

FET

調整金額  1件 数
餃
●

口
菌 点 数  |一部負i担 金

療養費

螢喜・生漏

-28,100 -2!'810

事 由 及 び 請 求 〕 由 60  診 療 内 容 に 関 す る も の

番 号 項 目 写 由 増 i点 増 減 点 内 容

50 D -2:8i0 阿水・順水理過晨縮再静江洒

2810X2→ 2810Xl

整理番号 :

医療機関等コード

医療機関等名

平成 22年  2

点数表 1  診療科

御中

呻 会保険診療報酬支払基全
月診療分において、下記のとおり再審査等に係る調整をしましたので通知いたしま二

言曾]Jロモを言ヨ主ご蟄饉L 
受給者

言「

調 整 金額 _ 1件数 1昌曇)1  点 数   |一 部負担 金

療美 買

懸
=・

生〕

ぶ由 及 び 所 請 求 三 由 60  診輌ミ内容に するもの

F号 項 目 事 由 増 1 点 増 減 点 内_谷

D 長期殺栗加算 (処方せん料)

(特定疾患処方管理加算 (処方せん料))
133Xl■ 86Xl

整理番号 硼 国 曲 面 日 囲 翻 願 証 __塁理賀□理D  
―

11



再審査結果連絡書(原審どおり)

平成21年 12月 診療                          .平 成22年 1月 23日

点数表 : 1 診療科 :

)の時 求のうち次の事案につきましては ― の結果原審どおりと決定いたしましたのでお知らせいた 社会保険診療報酬支払基金

付
月

受
年

患 者 氏 名
(整理番号)

保険者
(実施械闘)番号

記号・番号 スは
受給者番号

区
分

療
月

診
年

髭求
暑

謂
番 理 由

21.11

2111

21 11

21110

21.10

21_10

21 10

臨

轟

轟

轟

ロ

鵬

甲

懃

臨

6

2

2

2

2

21.

20.

21

21.

21.

1

4

1

5

5

21. 5

20.10

４０

　

１２

　

４０

　

４０

６０

　

４０

　

４０

４０

　

５０

本症例の診療内容、症状・経過から判断して原審どおりといたします。

診療報酬点数表の算定根拠から判断して原審どおりといたします。

本症例の診療内容、症状 。経過から判断して原審どおりといたします。

診療報酬点数表の算定根拠から判断して原審どおりといたします
"

本症例の診療内容、症状・経過から判断して原審どおりといたします。

本症伽の診療内容、症状 。経過から判断して原審どおりといたします。

診療報酬点数表の算定狼拠から判断して原審どおりといたします。

本症例の診療内容、症状 。経過から判断して原審どおりといたします。

本症例あ診療内容、症状 。経過から判断して原審どおり■いたします。

10198) 113-0199,

Ｐ
Ｎ




